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令和４年度男女共同参画週間応援サポーター 

ひかりんちょ氏、阿部詩氏、ryuchell氏に決定しました︕ 
    メールマガジン Vol.512 令和 4年 2月 18日 
   発行︓内閣府男女共同参画局 
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トピック１ 令和４年度女性のチャレンジ賞の候補者募集！ 
内閣府では「女性のチャレンジ賞」として、毎年男女共同

参画担当大臣による表彰を行っています。 
表彰の対象は、起業、NPO法人での活動、地域活動等

でチャレンジしている（またはチャレンジの支援を行っている）
個人、団体・グループです。 
現在、令和４年度の他薦を募集しています。あなたの知

っている「チャレンジして活躍している女性」や、「そうした女性
を応援している方（男性を含む）」を是非ご紹介ください︕  

 
 
 
 
 

◆応募締切 令和４年３月４日（金）必着 
◆推薦方法等の詳細はこちら→https://www.gender.go.jp/public/commendation/women_challenge/boshu.html 

トピック 2 「地域における男女共同参画推進のための事業企画研修」（オンライン）
実施報告 

国立女性教育会館（NWEC）では、男女共同参
画の視点に立って地域が抱える課題を整理し、課題解
決に向けた事業の設計図（プログラムデザイン）を作
成するために必要な知識やスキルを身に付けることを目
的としたオンライン研修を実施しました。 
内容は、LMS（学習管理システム）を活用したオンデマンド配信による講義。グループワークや

全大会を通して、各参加者が作成したプログラムデザインについて意見交換をするライブ配信を行い
ました。 
詳細はこちら↓ 
https://www.nwec.jp/event/training/g_gakusyu2021.html 

 

◆表彰の種類 
 （１）女性のチャレンジ賞（４件程度） 
 （２）女性のチャレンジ支援賞（２件程度） 
 （３）女性のチャレンジ賞特別部門賞（２件程度） 
     令和４年度のテーマ「デジタル社会に向けて」 

https://www.gender.go.jp/public/commendation/women_challenge/boshu.html
https://www.nwec.jp/event/training/g_gakusyu2021.html


トピック 3【月 10万円の給付金＋無料の職業訓練＋就職サポート】 
 

                              
 
 

 
 
求職者支援制度は、再就職、転職、スキルアップを目指す方が、 
月 10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を
受講する制度です。 
 
詳細はこちら↓ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokush
a_shien/index.html 
 
トピック 4 就職につながるデジタル分野の求職者支援訓練を受講しませんか 
就職活動に生かせる事務、WEB デザイン、プログラミングなど、さまざまな訓練コースを無料で受

講できる「求職者支援訓練」を受講しませんか︖ 
雇用保険の適用がなかった離職者、フリーランス・自営業を廃業した方などが受講の対象です。 
一定の要件を満たす場合、生活支援の給付金（月 10万円）を受けながら、訓練を受講する

ことができます。訓練期間は 2～6 か月が中心ですが、シフト制で働く方々などを対象に 2週間から
のコースや、託児サービスのある訓練コースもあります。 
■受講生の声 
 
 
 
 
 
訓練の受講を通じて、デジタル分野で働くうえで役立つ、様々な資格を取得することも可能です。 
また、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を余儀なくされている方や、シフトが減少した方、離

転職せずに働きながらスキルアップに取り組む方などが、働きながら訓練を受講しやすくするため、給
付金の本人収入要件、世帯収入要件、出席要件に特例措置を設けています（令和 4年 3月
31日まで）。 
■制度の詳細 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/ 
 

就職活動をするにあたり、パソコンの知識、実技を学べば職種先の選択肢も広がるのではないかと思い受講しまし

た。受講申し込み時、パソコンが苦手な私に対し、ハローワークの担当者の方には温かく背中を押して頂き、また、

訓練時には講師の方々のご指導のもと、パソコンの知識・実技を身に付けることができました。 

じっくり・シッカリ活用 パソコン事務科（訓練期間３か月）修了生（40代、女性） 

①世帯収入要件が「月 40万円以下」となり、家族と同居している方が給付金を受給しやすく
なります。 

②急な都合で訓練を休んだ場合などでも給付金を受給できるようになりました。 
③今の仕事を続けながらスキルアップを目指す方も対象となり、働きながら訓練を受けられます。 

求職者支援制度が使いやすくなる３つの特例 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/


内閣府からのお知らせ 
（１）「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」シンポジウム（愛知）開催報告 
「男性リーダーの会」では、各地域において企業における女性活躍推進の気運を高めることを目

的に、地域シンポジウムを開催しています。 
２月４日（金）には愛知県と共催で、地域シンポジウムをオンラインにて開催しました。当日

は、愛知県内外の企業の社長等、約 180名の方に参加いただき、登壇者による活発な意見交
換が行われました。 
【プログラム】 

 
 
 

◆各登壇者の発言の詳細や参加者の感想は、下記より御覧いただけます。 
https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/male_leaders/event/chiiki_symposium.html 

 
（２）今週の男女共同参画に関するデータ 
男女共同参画局では、毎週、男女共同参画に関するデータを HP に掲載しています。 
メルマガでも御紹介しますので是非ご覧ください。 
https://www.gender.go.jp/research/weekly_data/index.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．本会発足メンバーによる基調講演 
テーマ「女性活躍推進に関する想いと取組」 
サイボウズ株式会社︓青野社長 

２．パネルディスカッション 
テーマ「女性活躍推進における組織トップのコミッ
トメントの重要性 
敷島製パン株式会社︓盛田社長 
株式会社テルミック︓田中社長 
株式会社システムリサーチ︓梅本取締役 

【男女間賃金格差に関するデータ】  第１回 男女間賃金格差の現状 

https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/male_leaders/event/chiiki_symposium.html
https://www.gender.go.jp/research/weekly_data/index.html


（３）第 1回 DV対策抜本強化検討課長級会議を開催しました 
第 1回 DV対策抜本強化検討課長級会議を 2月 16日（水）に開催しました。 
議題 DV の現状と全体像について 

 詳細は、以下男女共同参画局ホームページに掲載しております。 
https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/boryoku/sidai/dv01cm-k.html 
 

（４）第 11回計画実行・監視専門調査会を開催しました。 
第 11回計画実行・監視専門調査会を 2月 15日（火）に開催しました。 
議題 女性の経済的自立について③（女性デジタル人材、リスキリング） 
    コーポレートガバナンス・コードに沿った企業の取組、市場再編 

 詳細は、以下男女共同参画局ホームページに掲載しております。 
https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/keikaku_kanshi/gijishidai/ka11.html 

 
（５）第 8回人生 100年時代の結婚と家族に関する研究会を開催しました 
第 8回人生 100年時代の結婚と家族に関する研究会を 2月 7日（月）に開催しました。 
議題 結婚と家族をめぐる基礎データ（更新）等について 

有識者からのヒアリング（女性の人生と家族形態の変化・多様化⑤） 
「人生 100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」中間報告について 

 詳細は、以下男女共同参画局ホームページに掲載しております。 
https://www.gender.go.jp/kaigi/kento/Marriage-Family/8th/index.html 

 
（６）DV被害者等のワクチン接種について（再掲） 
ＤＶ、性犯罪・性暴力被害等で避難されている場合、住民票所在地以外の居住地で新型コ

ロナウイルスワクチンの接種ができます。 
ワクチン接種に必要な接種券等の申請方法は、避難している居住地の市区町村に御確認くだ

さい。 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/boryoku/sidai/dv01cm-k.html
https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/keikaku_kanshi/gijishidai/ka11.html
https://www.gender.go.jp/kaigi/kento/Marriage-Family/8th/index.html


（７）ＤＶ、性犯罪・性暴力でお悩みの方の相談窓口一覧（再掲） 
ＤＶや性暴力は、深刻な社会問題です。 
ＤＶや性暴力の被害でお悩みの方、ひとりで悩まず、ご相談ください。 
 

【ＤＶ相談ナビ】 
全国共通の短縮電話番号「＃８００８」（はれれば） 

 
【ＤＶ相談プラス】 
電話での相談（24時間対応）︓0120-279-889（つなぐ・はやく） 
メールでの相談︓https://form.soudanplus.jp/mail 
SNS での相談︓https://form.soudanplus.jp/ja 

             （SNS での相談は英語や中国語など 10言語の外国語にも対応） 
 
【性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター】 
全国共通の短縮電話番号「＃８８９１」（はやくワンストップ） 

 
【性暴力に関するチャット相談「Cure time（キュアタイム）」】 
ホームページ（https://curetime.jp/） から相談できます。 
相談受付 毎週 月・水・土 17:00～21:00 

         英語や中国語など 10言語の外国語にも対応 
 
================================================ 
◆男女共同参画局 Facebook について 
男女共同参画局フェイスブックでは、最新の施策、関連情報を随時アップしております。是非御覧ください。 

https://www.facebook.com/danjokyodosankaku/ 
 
◆男女共同参画局 Twitter について 
男女共同参画局ツイッターでは、最新の施策、関連情報を随時アップしております。是非御覧ください。 

https://twitter.com/danjokyoku 
 
◆内閣府男女共同参画局のホームページは、男女共同参画に関する総合的な情報提供サイトです。 
男女共同参画社会を実現するための法律、基本計画、関係予算等のほか、男女共同参画に関する政

策・活動等の情報を掲載しています。 
https://www.gender.go.jp 
 
◆男女共同参画局メールマガジンについて 
男女共同参画局メールマガジンは、隔週金曜日 17時に配信しています。 

https://form.soudanplus.jp/mail
https://form.soudanplus.jp/ja
https://www.facebook.com/danjokyodosankaku/
https://twitter.com/danjokyoku
https://www.gender.go.jp/


次号は、令和４年３月 4日（金）に配信する予定です。 
 
□配信中止・配信先変更は、こちらから 
 https://www.gender.go.jp/magazine/index.html 
□バックナンバーはこちらから  
 https://www.gender.go.jp/magazine/backnumber/index.html 
□このメールマガジンへの御意見・御要望はこちらから  
 https://form.cao.go.jp/gender/opinion-0001.html 

https://www.gender.go.jp/magazine/index.html
https://www.gender.go.jp/magazine/backnumber/index.html
https://form.cao.go.jp/gender/opinion-0001.html

